
「「強い経済」を実現する総合経済対策」（令和７年11月21日閣議決定 人材開発統括官関係抜粋）

第２章 「強い日本経済実現」に向けた具体的施策

参考資料２

５．未来に向けた投資の拡大

（４）人への投資の促進

（リ・スキリング支援等）

生成ＡＩが人間の業務を自動化・代替することで、将来的に一部の事務職等の労働需要が減少する可能性がある。こうした環境変化や技術トレンドも踏
まえ、非正規雇用で働く者を含む幅広い労働者に対する効果的なリ・スキリング支援に取り組む。 

処遇改善、成長分野への労働移動又は人手不足分野での人材確保を進めるため、足元・将来のスキル需要や教育訓練給付等の支援策の実績・成果の検証
を行い、支援策の見直しや重点化を検討する。処遇改善等に有効な支援策について、ＫＰＩの設定、事後検証を行った上で、定期的な見直しを行うこと
を検討する。 

教育訓練給付について、民間団体等が実施する検定に係る講座指定を拡大するため、制度の周知や指定のプロセス等を検討する。人材開発支援助成金に
ついて、事業主にとって利用しやすいものとなるよう、申請項目や添付書類の削減等の効率化を検討する。 

リ・スキリングの各種支援策に関する関係省庁の情報の連携・一体化を進め、包括的で利便性の高いポータルサイトの構築に向けて検討する。その際、
本人の状況やニーズに沿った形で支援メニューが推奨されるＡＩ機能の整備や申請手続のデジタル化も併せて検討する。 

非正規雇用労働者が働きながら学び、正社員就職等のキャリアアップを目指せるよう、オンラインによる職業訓練を全国展開する。

地方創生や産業成長のため、産学等が連携したリ・スキリングの教育プログラムを開発する。

施策例

・非正規雇用労働者等が働きながら学びやすい職業訓練事業（厚生労働省）

第２節 危機管理投資・成長投資による強い経済の実現

２．地方の伸び代の活用と暮らしの安定

（３）地域共生社会の実現

（質の高いこども・若者・子育て政策の推進等 ）

 育児・子供の不登校等が原因となる離職を減らすため、家事支援サービスやベビーシッターの利用促進に取り組む。関係省庁が一体となって、事業
者・団体との連携の下、それらのサービスの普及広報や実態・ニーズの調査を行うとともに、2026 年夏を目途として、サービスの品質・信頼性の向上
や人材の育成・確保に向けたリ・スキリングや関連する公的資格の在り方、利用拡大に向けた税制措置を含む支援策等について、総合的に検討を行う。
介護離職を防ぎ希望に応じて仕事と介護を両立できる職場環境整備を引き続き推進する。

第１節 生活の安全保障・物価高への対応
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施策名：非正規雇用労働者等が働きながら学びやすい職業訓練事業

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

正社員と比べて能力開発機会が乏しい状況にある非正規雇用労働者等に対して、オンラインを活用
した職業訓練を実施することで、全国の非正規雇用労働者等が働きながら学び、キャリアアップを目
指すことができる環境の整備を早期に図ることを目的とする。

これまで試行的に実施していた非正訓練規雇用労働者等が働きながら学びやすい職業訓練について、独立行政法人高齢・障害・求
職者雇用支援機構（JEED）が民間教育機関等へオンラインを活用した職業訓練を委託することにより、早期に全国展開を図る。

非正規雇用労働者等に対して、オンラインを活用した働きながら学びやすい職業訓練を実施することにより、正社員就職等キャリア
アップを実現。

【○非正規雇用労働者等が働きながら学びやすい職業訓練の実施】 令和７年度補正予算案 ５０百万円

※労働特会（雇） 50百万円

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

○

ア 実施方法等
オンラインで対応できる訓練コースについて、全国規模で広域
的に実施
イ 訓練期間
原則２か月以上６か月以下（最長１年）

ウ 受講継続等の支援策
訓練実施機関において、学習支援者の配置等を行い、受講継
続勧奨や学習の進捗状況に応じた支援を実施
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人材開発統括官付
訓練企画室
（内線5227）
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施策名：人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）の拡充

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

現在就いている職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練を助成対象として
いるが、企業が限られた人材での生産性向上及び恒常的な賃上げを実現するために、企業における
将来を見据えた計画的な人材育成を支援し、企業を通じた労働者のリスキリング支援をさらに強化し
ていく。

企業内における新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、事業主が雇用する労働者に対して、新たな分野で必要となる知識や技
能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する人材開発支援助成金
（事業展開等リスキリング支援コース）について、企業内の人事・人材育成に関する計画を定め、これに基づき、労働者が今後３年以内に
従事することが予定される職務に関連する専門的な知識や技能を習得させるための訓練を実施した場合も助成対象とする。
また、事業主の利便性向上を図るため、従来、訓練修了後に支給申請を行う必要があるが、訓練期間が６ヶ月以上の場合、訓練修了
前でも、すでに支払った訓練経費等に係る助成を分割して支給申請することを可能とする。

将来を見据えた計画的な人材育成を支援することにより、企業が限られた人材で製品やサービスの質を維持･向上させ、さらには、
組織としての生産性の向上、恒常的な賃上げを実現することに寄与する。

令和７年度補正予算案 制度要求
人材開発統括官付

企業内人材開発支援室
（内線5189）

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

○

コース名 助成内容

助成率・助成額  
注（ ）内は中小企業事業主以外

１事業所１年度
あたりの助成限度額OFF-JT

経費助成 賃金助成

事業展開等リスキリング支援コース

事業展開等に伴い新たな分野で必要となる知識及び技能や企業
内の人事・人材育成に関する計画に基づき今後従事することが
予定される職務で必要となる知識及び技能を習得させるための
訓練

75(60)%
1,000(500)円

/時・人
１億円
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施策名：若年無業者等に対する地域とのつながりを活用した就労支援モデル事業

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

地域若者サポートステーション（以下「サポステ」という。）事業において、地域とのつながりを活用し、
当該地域において活動する機会の確保を行うことにより、支援対象者の対人スキルの向上を図り、円
滑な就職活動及び職場定着につなげることを目的とする。

支援対象者の対人スキルの向上を図り、その後の円滑な就職活動及び職場定着につなげることにより、若年無業者等の就労を促
進する。

令和７年度補正予算案 3.6億円
※労働特会（雇） 1.8億円、一般会計 1.8億円

人材開発統括官付若年
者・キャリア形成支援担
当参事官室（内線5937）

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

○

地方公共団体等

就職等

地域のボランティア活動機会
地域イベントへの参加機会 等支援対象者

（職場体験や模擬面接等）

・生活困窮者
・ひきこもり経験者
・高校中退者 等

人とつながる
活動機会の調
整

就職先

つながり

好事例の共有

179か所

•サポステの支援対象者には、高校中退者やひきこもり経験者が含まれ、こうした方は対人接触の経験が乏しく、職場体験など
の実践的な支援を受けるまでに必要な「コミュニケーション能力」「人との距離感」「心配り」といった基本的な対人スキルが不足
していることが多い。

•対人スキルの獲得には、地域のボランティア活動やイベントへの参加といった、地域で人とつながり、活動する機会の活用が
有効と考えられることから、一部のサポステに専門の相談員をモデル的に配置し、当該機会を活用した就労支援の事例を収
集し、その好事例について全国のサポステへ横展開を行う。
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施策名：国立県営障害者職業能力開発校の防災・減災対策

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

障害者職業能力開発校で職業訓練を受講する障害者等の安全・安心を確保するため、施設及び設備
等の緊急修繕の実施により、防災・減災対策を図ることを目的とする。

障害者職業能力開発校の老朽化等した施設及び設備について、特に緊要性の高い修繕（電気設備補修、漏水改修工事、外壁補修
等）を実施し、耐災害性の強化を早急に図る。

障害者職業能力開発校における施設及び設備等の防災・減災対策を図ることで、災害時における生命・財産の保持をはじめ、安定
的なサービスの提供を可能とする。

令和７年度補正予算案 4.1億円
※一般会計 4.1億円

人材開発統括官付
特別支援室
（内線5674）

② 対策の柱との関係

国 都道府県

運営

委託

緊急

修繕

障害者等障害者職業能力開発校

防災

減災

実施主体：厚生労働省

委託先：都道府県（11校）

費用負担：国のみ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

○
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施策名：育成就労制度における日本語講習モデルカリキュラム開発等事業

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

令和９年４月に施行する育成就労制度においては、適正な人材育成や、入国後の地域社会との共生
といった観点等を踏まえて、育成就労開始前から特定技能へ移行するまで段階的に日本語能力を向
上させるため、一定期間に一定レベルの日本語講習の受講等を求めることとしている。こうした講習
が監理支援機関や育成就労実施者において円滑かつ適切に行われ、育成就労外国人が効果的に
日本語を習得できるよう、モデルカリキュラムの開発・普及促進を行う。

育成就労制度の施行（令和９年４月予定）に向けて、育成就労外国人の日本語能力を効果的に向上させる仕組みを整備する必要が
あるところ、登録日本語教員が実施する講習が適切な内容となるよう、モデルカリキュラムの開発及び効果的な普及活動を実施する。

監理支援機関や育成就労実施者において登録日本語教員による講習が円滑かつ適切に行われることで、育成就労外国人が効果
的に日本語を習得できるようになり、適正な人材育成や、入国後の地域社会との共生に資することができる。

令和７年度補正予算案 19百万円
※労働特会（雇） 19百万円

人材開発統括官付
海外協力室
（内線5957）

② 対策の柱との関係

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

○

厚生労働省

【実施主体】
民間企業等

委託
モデルカリキュラム

の開発

モデルカリキュラム
の周知・提供 登録日本語教員 モデルカリキュラムを

用いた講習の実施

監理支援機関

育成就労外国人

育成就労実施者
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